
　
加
入
要
件
が
緩
和
さ
れ
た

対
象
者
に
つ
い
て
、
詳
し
く

教
え
て
。

　
健
康
保
険
や
厚
生
年
金
保

険
に
加
入
す
る
メ
リ
ッ
ト
は
？

　
ダ
ブ
ル
ワ
ー
ク
な
ど
に
よ

り
二
つ
以
上
の
事
業
所
で
勤

務
し
、
い
ず
れ
の
事
業
所
で

も
社
会
保
険
の
加
入
要
件
を
満
た
す

場
合
は
、
ど
う
な
る
？

　
今
年
�
月
か
ら
、
従
業
員
数
１
０
１

人
以
上
の
事
業
所
で
勤
務
す
る
人
に
つ

い
て
、
社
会
保
険
（
健
康
保
険
・
厚
生

年
金
保
険
）
の
加
入
要
件
が
緩
和
さ
れ

ま
し
た
。
社
会
保
険
に
加
入
す
る
と
、

社
会
保
険
料
の
負
担
（
労
使
折
半
）
が

新
た
に
発
生
す
る
た
め
給
与
の
手
取
り

は
減
り
ま
す
。一
方
で
加
入
に
よ
っ
て
、

け
が
や
病
気
の
際
や
、
老
後
の
給
付
を

拡
充
で
き
る
メ
リ
ッ
ト
も
あ
り
ま
す
。

そ
の
内
容
を
見
て
み
ま
し
ょ
う
。

　
「
フ
ル
タ
イ
ム
の
従
業
員
」

と
「
週
の
労
働
時
間
が
フ
ル
タ

イ
ム
の
４
分
の
３
以
上
の
従
業
員
」（い

ず
れ
も
現
在
の
厚
生
年
金
保
険
の
適
用

対
象
者
）
が
合
わ
せ
て
１
０
１
人
以
上

い
る
事
業
所
で
勤
務
す
る
人
の
う
ち
、

①
週
の
所
定
労
働
時
間
が
�
時
間
以
上

②
月
額
賃
金
が
８
万
８
千
円
以
上
③
２

カ
月
を
超
え
る
雇
用
の
見
込
み
が
あ
る

④
学
生
で
は
な
い
｜
の
全
て
の
要
件
を

満
た
し
た
方
が
対
象
で
す
（
図
１
）
。

　
最
初
の
雇
用
契
約
期
間
が
２
カ
月
以

内
で
あ
っ
て
も
、
雇
用
契
約
書
な
ど
で

雇
用
契
約
が
「
更
新
さ
れ
る
場
合
が
あ

る
旨
」
の
明
示
が
あ
る
場
合
や
、
同
じ

事
業
所
で
同
様
の
雇
用
契
約
に
基
づ
き

雇
用
さ
れ
て
い
る
人
が
最
初
の
契
約
期

間
を
超
え
て
雇
用
さ
れ
た
実
績
が
あ
る

場
合
は
、
③
の
要
件
を
満
た
し
ま
す
。

新
た
に
入
社
す
る
際
は
、
ご
自
身
の
雇

用
契
約
書
な
ど
を
確
認
す
る
よ
う
に
し

て
く
だ
さ
い
。

　
健
康
保
険
に
加
入
す
る
と
、

業
務
外
の
病
気
や
け
が
で
仕
事

を
休
み
、
給
与
を
受
け
ら
れ
な
い
場
合

に
「
傷
病
手
当
金
」
、
出
産
の
た
め
仕

事
を
休
み
給
与
を
受
け
ら
れ
な
い
場
合

に
は
「
出
産
手
当
金
」
が
支
給
さ
れ
ま

す
（
給
与
の
３
分
の
２
相
当
額
）
。
国

民
健
康
保
険
で
は
傷
病
手
当
金
（
新
型

コ
ロ
ナ
傷
病
手
当
金
を
除
く
）
や
出
産

手
当
金
と
い
う
制
度
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
厚
生
年
金
保
険
に
加
入
す
る
メ
リ
ッ

ト
と
し
て
は
、
将
来
受
け
取
る
老
齢
厚

生
年
金
額
が
増
え
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ

ま
す
（
図
２
）
。
ま
た
、
障
害
・
遺
族

の
各
年
金
も
二
階
建
て
（
基
礎
年
金
部

分
＋
厚
生
年
金
部
分
）
と
な
り
、
保
障

が
充
実
し
ま
す
。
障
害
年
金
に
つ
い
て

は
、
障
害
の
程
度
が
軽
い
場
合
（
障
害

等
級
３
級
以
下
）
も
、
障
害
厚
生
年
金

ま
た
は
障
害
手
当
金
（
一
時
金
）
の
支

給
を
受
け
ら
れ
ま
す
。

　
社
会
保
険
の
加
入
要
件
を
満

た
す
か
ど
う
か
は
、
勤
務
先
で

あ
る
各
事
業
所
単
位
で
判
断
し
ま
す
。

２
カ
所
以
上
の
事
業
所
に
お
け
る
給
与

や
労
働
時
間
を
合
算
す
る
こ
と
は
し
ま

せ
ん
。

　
同
時
に
２
カ
所
以
上
の
事
業
所
で
社

会
保
険
の
加
入
要
件
を
満
た
し
た
場

合
、
被
保
険
者
自
身
で
い
ず
れ
か
一
つ

の
事
業
所
を
選
択
し
、
そ
の
事
業
所
を

管
轄
す
る
年
金
事
務
所
へ
「
被
保
険
者

所
属
選
択
・
二
以
上
事
業
所
勤
務
届
」

を
提
出
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
こ
の

場
合
、
各
事
業
所
で
受
け
る
給
与
（
報

酬
月
額
）
を
合
算
し
た
月
額
に
よ
り
標

準
報
酬
月
額
を
決
定
し
ま
す
。
社
会
保

険
料
は
標
準
報
酬
月
額
に
よ
る
保
険
料

額
を
、
各
事
業
所
で
受
け
る
給
与
（
報

酬
月
額
）
に
基
づ
き
案
分
し
ま
す
。

　
ご
自
身
が
社
会
保
険
の
加
入
対
象
と

な
る
か
ど
う
か
分
か
ら
な
い
場
合
は
、

事
業
所
を
管
轄
す
る
年
金
事
務
所
へ
ご

相
談
く
だ
さ
い
。

（
特
定
社
会
保
険
労
務
士
）
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